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(57)【要約】
【課題】血流の動態を正確に評価することである。
【解決手段】実施形態に係る超音波診断装置は、画像生
成部と、特定部と、取得部とを備える。画像生成部は、
スキャン領域に対するスキャンの結果に基づいて、時系
列の画像を生成する。特定部は、前記時系列の画像それ
ぞれについて、前記スキャン領域に含まれる移動体の位
置を特定する。取得部は、前記移動体の位置に基づいて
、前記移動体の動き情報を取得し、前記スキャン領域内
の少なくとも一部について、前記移動体の動き情報に関
する１次以上のモーメントを取得する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スキャン領域に対するスキャンの結果に基づいて、時系列の画像を生成する画像生成部
と、
　前記時系列の画像それぞれについて、前記スキャン領域に含まれる移動体の位置を特定
する特定部と、
　前記移動体の位置に基づいて、前記移動体の動き情報を取得し、前記スキャン領域内の
少なくとも一部について、前記移動体の動き情報に関する１次以上のモーメントを取得す
る取得部と、
　を備えた医用診断装置。
【請求項２】
　前記取得部は、
　前記動き情報として、前記移動体の速度、変位、移動方向、又は到達時間を計算し、
　前記動き情報の平均値、中央値、又は原点周りの前記１次以上のモーメントを計算する
、
　請求項１に記載の医用診断装置。
【請求項３】
　前記取得部は、前記１次以上のモーメントとして、時間的、空間的、又は時空間的な分
散値を計算する、
　請求項２に記載の医用診断装置。
【請求項４】
　前記取得部は、前記スキャン領域内の関心領域内の各位置について、前記１次以上のモ
ーメントを計算し、
　前記画像生成部は、更に、前記１次以上のモーメントを表す画素値を持つ画素から構成
される第２画像を生成する、
　請求項１乃至３のいずれか一つに記載の医用診断装置。
【請求項５】
　前記画像生成部は、前記１次以上のモーメントと閾値とに基づいて、２値化画像を生成
する、
　請求項１乃至４のいずれか一つに記載の医用診断装置。
【請求項６】
　前記取得部は、
　前記動き情報として、前記移動体のベクトルを計算し、
　予め設定された方向への前記ベクトルの射影成分の前記１次以上のモーメントを計算す
る、
　請求項１乃至５のいずれか一つに記載の医用診断装置。
【請求項７】
　前記取得部は、前記動き情報として、前記移動体のベクトルを計算し、
　前記特定部は、前記画像における管状部位の方向を特定し、
　前記取得部は、前記方向への前記ベクトルの射影成分の前記１次以上のモーメントを計
算する、
　請求項１乃至６のいずれか一つに記載の医用診断装置。
【請求項８】
　前記１次以上のモーメント、前記移動体の速度、変位、移動方向、又は到達時間の分布
を示すヒストグラムを表示する表示制御部を更に備える、
　請求項１乃至７のいずれか一つに記載の医用診断装置。
【請求項９】
　超音波診断装置である、
　請求項１乃至８のいずれか一つに記載の医用診断装置。
【請求項１０】
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　前記動き情報は、前記スキャン領域に対する超音波の走査方向とは異なる方向の成分を
含む、
　請求項９に記載の医用診断装置。
【請求項１１】
　前記移動体は、バブルである、
　請求項９又は１０に記載の医用診断装置。
【請求項１２】
　前記特定部は、前記時系列の画像それぞれについて、前記バブルの位置を特定し、
　前記取得部は、前記時系列の画像それぞれにおける前記バブルの位置を追跡することで
、前記バブルの移動を表すベクトルを算出する、
　請求項１１に記載の医用診断装置。
【請求項１３】
　スキャン領域に対するスキャンの結果に基づいて、時系列の画像を取得する取得部と、
　前記時系列の画像それぞれについて、前記スキャン領域に含まれる移動体の位置を特定
する特定部と、
　前記移動体の位置に基づいて、前記移動体の動き情報を取得し、前記スキャン領域内の
少なくとも一部について、前記移動体の動き情報に関する１次以上のモーメントを取得す
る取得部と、
　を備えた医用画像処理装置。
【請求項１４】
　スキャン領域に対するスキャンの結果に基づいて、時系列の画像を取得し、
　前記時系列の画像それぞれについて、前記スキャン領域に含まれる移動体の位置を特定
し、
　前記移動体の位置に基づいて、前記移動体の動き情報を取得し、前記スキャン領域内の
少なくとも一部について、前記移動体の動き情報に関する１次以上のモーメントを取得す
る、
　各処理をコンピュータに実行させる、画像処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、医用診断装置、医用画像処理装置、及び画像処理プログラムに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、超音波診断装置において、ドプラ効果を用いたイメージング法により、血流の動
態を画像化することが行われている。例えば、ドプラ効果を利用して、移動体の速度、或
いは速度に基づく統計値を計算し、画像化することで、動脈及び静脈の判別を支援する技
術が提供されている。しかしながら、このイメージング法では、厳密には、超音波プロー
ブにより送受信されるビーム方向の速度成分が求まるだけであり、実際の血流方向におけ
る速度成分を正確に捉えているとは限らない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－１５２５３２号公報
【特許文献２】特開２０１８－０１５１５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明が解決しようとする課題は、血流の動態を正確に評価することができる医用診断
装置、医用画像処理装置、及び画像処理プログラムを提供することである。
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【課題を解決するための手段】
【０００５】
　実施形態に係る超音波診断装置は、画像生成部と、特定部と、取得部とを備える。画像
生成部は、スキャン領域に対するスキャンの結果に基づいて、時系列の画像を生成する。
特定部は、前記時系列の画像それぞれについて、前記スキャン領域に含まれる移動体の位
置を特定する。取得部は、前記移動体の位置に基づいて、前記移動体の動き情報を取得し
、前記スキャン領域内の少なくとも一部について、前記移動体の動き情報に関する１次以
上のモーメントを取得する。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】図１は、第１の実施形態に係る超音波診断装置の構成例を示すブロック図である
。
【図２】図２は、第１の実施形態に係る特定機能の処理を説明するための図である。
【図３】図３は、第１の実施形態に係る設定機能の処理を説明するための図である。
【図４】図４は、第１の実施形態に係る第１計算機能の処理を説明するための図である。
【図５】図５は、第１の実施形態に係る第２計算機能の処理を説明するための図である。
【図６】図６は、第１の実施形態に係る第２計算機能の処理を説明するための図である。
【図７Ａ】図７Ａは、第１の実施形態に係る第２計算機能の処理を説明するための図であ
る。
【図７Ｂ】図７Ｂは、第１の実施形態に係る第２計算機能の処理を説明するための図であ
る。
【図８Ａ】図８Ａは、第１の実施形態に係る表示制御機能の処理を説明するための図であ
る。
【図８Ｂ】図８Ｂは、第１の実施形態に係る表示制御機能の処理を説明するための図であ
る。
【図９】図９は、第１の実施形態に係る超音波診断装置における処理手順を説明するため
のフローチャートである。
【図１０】図１０は、第１の実施形態の変形例に係る第２計算機能の処理を説明するため
の図である。
【図１１】図１１は、第１の実施形態の変形例に係る第２計算機能の処理を説明するため
の図である。
【図１２】図１２は、第１の実施形態の変形例に係る第２計算機能の処理を説明するため
の図である。
【図１３】図１３は、第２の実施形態に係る超音波診断装置の処理を説明するための図で
ある。
【図１４】図１４は、第３の実施形態に係る超音波診断装置の処理を説明するための図で
ある。
【図１５】図１５は、第３の実施形態に係る超音波診断装置の処理を説明するための図で
ある。
【図１６】図１６は、第３の実施形態に係る超音波診断装置の処理を説明するための図で
ある。
【図１７】図１７は、第４の実施形態に係る超音波診断装置の処理を説明するための図で
ある。
【図１８】図１８は、第５の実施形態に係る超音波診断装置の処理を説明するための図で
ある。
【図１９】図１９は、その他の実施形態に係る超音波診断装置の処理を説明するための図
である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　以下、図面を参照して、実施形態に係る医用診断装置、医用画像処理装置、及び画像処
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理プログラムを説明する。なお、以下に説明する実施形態はあくまで一例であり、以下の
実施形態に限定されるものではない。また、一つの実施形態に記載した内容は、原則とし
て他の実施形態にも同様に適用可能である。
【０００８】
（第１の実施形態）
　図１は、第１の実施形態に係る超音波診断装置１の構成例を示すブロック図である。図
１に示すように、第１の実施形態に係る超音波診断装置１は、装置本体１００と、超音波
プローブ１０１と、入力装置１０２と、ディスプレイ１０３とを有する。超音波プローブ
１０１、入力装置１０２、及びディスプレイ１０３は、装置本体１００に接続される。な
お、被検体Ｐは、超音波診断装置１の構成に含まれない。なお、超音波診断装置１は、医
用診断装置の一例である。
【０００９】
　超音波プローブ１０１は、複数の振動子（例えば、圧電振動子）を有し、これら複数の
振動子は、後述する装置本体１００が有する送受信回路１１０から供給される駆動信号に
基づき超音波を発生する。また、超音波プローブ１０１が有する複数の振動子は、被検体
Ｐからの反射波を受信して電気信号に変換する。また、超音波プローブ１０１は、振動子
に設けられる整合層と、振動子から後方への超音波の伝播を防止するバッキング材等を有
する。
【００１０】
　超音波プローブ１０１から被検体Ｐに超音波が送信されると、送信された超音波は、被
検体Ｐの体内組織における音響インピーダンスの不連続面で次々と反射され、反射波信号
（エコー信号）として超音波プローブ１０１が有する複数の振動子にて受信される。受信
される反射波信号の振幅は、超音波が反射される不連続面における音響インピーダンスの
差に依存する。なお、送信された超音波パルスが、移動している血流や心臓壁等の表面で
反射された場合の反射波信号は、ドプラ効果により、移動体の超音波送信方向に対する速
度成分に依存して、周波数偏移を受ける。
【００１１】
　なお、第１の実施形態は、図１に示す超音波プローブ１０１が、複数の圧電振動子が一
列で配置された１次元超音波プローブである場合や、一列に配置された複数の圧電振動子
が機械的に揺動される１次元超音波プローブである場合、複数の圧電振動子が格子状に２
次元で配置された２次元超音波プローブである場合のいずれであっても適用可能である。
【００１２】
　入力装置１０２は、マウス、キーボード、ボタン、パネルスイッチ、タッチコマンドス
クリーン、フットスイッチ、トラックボール、ジョイスティック等を有し、超音波診断装
置１の操作者からの各種設定要求を受け付け、装置本体１００に対して受け付けた各種設
定要求を転送する。
【００１３】
　ディスプレイ１０３は、超音波診断装置１の操作者が入力装置１０２を用いて各種設定
要求を入力するためのＧＵＩ（Graphical　User　Interface）を表示したり、装置本体１
００において生成された超音波画像データ等を表示したりする。
【００１４】
　装置本体１００は、超音波プローブ１０１が受信した反射波信号に基づいて超音波画像
データを生成する装置であり、図１に示すように、送受信回路１１０と、信号処理回路１
２０と、画像生成回路１３０と、画像メモリ１４０と、記憶回路１５０と、処理回路１６
０とを有する。送受信回路１１０、信号処理回路１２０、画像生成回路１３０、画像メモ
リ１４０、記憶回路１５０、及び処理回路１６０は、相互に通信可能に接続される。
【００１５】
　送受信回路１１０は、パルス発生器、送信遅延部、パルサ等を有し、超音波プローブ１
０１に駆動信号を供給する。パルス発生器は、所定のレート周波数で、送信超音波を形成
するためのレートパルスを繰り返し発生する。また、送信遅延部は、超音波プローブ１０
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１から発生される超音波をビーム状に集束し、かつ送信指向性を決定するために必要な圧
電振動子ごとの遅延時間を、パルス発生器が発生する各レートパルスに対し与える。また
、パルサは、レートパルスに基づくタイミングで、超音波プローブ１０１に駆動信号（駆
動パルス）を印加する。すなわち、送信遅延部は、各レートパルスに対し与える遅延時間
を変化させることで、圧電振動子面から送信される超音波の送信方向を任意に調整する。
【００１６】
　なお、送受信回路１１０は、後述する処理回路１６０の指示に基づいて、所定のスキャ
ンシーケンスを実行するために、送信周波数、送信駆動電圧等を瞬時に変更可能な機能を
有している。特に、送信駆動電圧の変更は、瞬間にその値を切り替え可能なリニアアンプ
型の発信回路、又は、複数の電源ユニットを電気的に切り替える機構によって実現される
。
【００１７】
　また、送受信回路１１０は、プリアンプ、Ａ／Ｄ（Analog／Digital）変換器、受信遅
延部、加算器等を有し、超音波プローブ１０１が受信した反射波信号に対して各種処理を
行って反射波データを生成する。プリアンプは、反射波信号をチャネル毎に増幅する。Ａ
／Ｄ変換器は、増幅された反射波信号をＡ／Ｄ変換する。受信遅延部は、受信指向性を決
定するために必要な遅延時間を与える。加算器は、受信遅延部によって処理された反射波
信号の加算処理を行って反射波データを生成する。加算器の加算処理により、反射波信号
の受信指向性に応じた方向からの反射成分が強調され、受信指向性と送信指向性とにより
超音波送受信の総合的なビームが形成される。
【００１８】
　送受信回路１１０は、被検体Ｐの２次元領域を走査する場合、超音波プローブ１０１か
ら２次元方向に超音波ビームを送信させる。そして、送受信回路１１０は、超音波プロー
ブ１０１が受信した反射波信号から２次元の反射波データを生成する。また、送受信回路
１１０は、被検体Ｐの３次元領域を走査する場合、超音波プローブ１０１から３次元方向
に超音波ビームを送信させる。そして、送受信回路１１０は、超音波プローブ１０１が受
信した反射波信号から３次元の反射波データを生成する。
【００１９】
　信号処理回路１２０は、例えば、送受信回路１１０から受信した反射波データに対して
、対数増幅、包絡線検波処理等を行って、サンプル点ごとの信号強度が輝度の明るさで表
現されるデータ（Ｂモードデータ）を生成する。信号処理回路１２０により生成されたＢ
モードデータは、画像生成回路１３０に出力される。
【００２０】
　また、信号処理回路１２０は、フィルタ処理により、検波周波数を変化させることで、
映像化する周波数帯域を変えることができる。この信号処理回路１２０の機能を用いるこ
とにより、造影エコー法、例えば、コントラストハーモニックイメージング（ＣＨＩ：Co
ntrast　Harmonic　Imaging）を実行可能である。すなわち、信号処理回路１２０は、造
影剤が注入された被検体Ｐの反射波データから、造影剤である微小気泡（マイクロバブル
）を反射源とする反射波データ（高調波成分又は分周波成分）と、被検体Ｐ内の組織を反
射源とする反射波データ（基本波成分）とを分離することができる。これにより、信号処
理回路１２０は、被検体Ｐの反射波データから高調波成分又は分周波成分を抽出して、造
影画像データ（ハーモニック画像データ）を生成するためのＢモードデータを生成するこ
とができる。造影画像データを生成するためのＢモードデータは、造影剤を反射源とする
反射波の信号強度を輝度で表わしたデータとなる。また、信号処理回路１２０は、被検体
Ｐの反射波データから基本波成分を抽出して、組織画像データ（ファンダメンタル画像デ
ータ）を生成するためのＢモードデータを生成することができる。
【００２１】
　なお、ＣＨＩを行う際、信号処理回路１２０は、上述したフィルタ処理を用いた方法と
は異なる方法により、ハーモニック成分（高調波成分）を抽出することができる。ハーモ
ニックイメージングでは、振幅変調（ＡＭ：Amplitude　Modulation）法や位相変調（Ｐ
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Ｍ：Phase　Modulation）法、ＡＭ法及びＰＭ法を組み合わせたＡＭＰＭ法と呼ばれる映
像法が行なわれる。ＡＭ法、ＰＭ法及びＡＭＰＭ法では、同一の走査線に対して振幅や位
相が異なる超音波送信を複数回（複数レート）行う。これにより、送受信回路１１０は、
各走査線で複数の反射波データを生成し出力する。そして、信号処理回路１２０は、各走
査線の複数の反射波データを、変調法に応じた加減算処理することで、高調波成分を抽出
する。そして、信号処理回路１２０は、高調波成分の反射波データに対して包絡線検波処
理等を行なって、Ｂモードデータを生成する。
【００２２】
　例えば、ＰＭ法が行われる場合、送受信回路１１０は、処理回路１６０が設定したスキ
ャンシーケンスにより、例えば（－１，１）のように、位相極性を反転させた同一振幅の
超音波を、各走査線で２回送信させる。そして、送受信回路１１０は、「－１」の送信に
よる反射波データと、「１」の送信による反射波データとを生成し、信号処理回路１２０
は、これら２つの反射波データを加算する。これにより、基本波成分が除去され、２次高
調波成分が主に残存した信号が生成される。そして、信号処理回路１２０は、この信号に
対して包絡線検波処理等を行って、ＣＨＩのＢモードデータ（造影画像データを生成する
ためのＢモードデータ）を生成する。ＣＨＩのＢモードデータは、造影剤を反射源とする
反射波の信号強度を輝度で表わしたデータとなる。また、ＣＨＩでＰＭ法が行われる場合
、信号処理回路１２０は、例えば、「１」の送信による反射波データをフィルタ処理する
ことで、組織画像データを生成するためのＢモードデータを生成することができる。
【００２３】
　また、信号処理回路１２０は、例えば、送受信回路１１０から受信した反射波データよ
り、移動体のドプラ効果に基づく運動情報を、走査領域内の各サンプル点で抽出したデー
タ（ドプラデータ）を生成する。具体的には、信号処理回路１２０は、反射波データから
速度情報を周波数解析し、ドプラ効果による血流や組織、造影剤エコー成分を抽出し、平
均速度、分散、パワー等の移動体情報を多点について抽出したデータ（ドプラデータ）を
生成する。ここで、移動体とは、例えば、血流や、心壁等の組織、造影剤である。信号処
理回路１２０により得られた運動情報（血流情報）は、画像生成回路１３０に送られ、平
均速度画像、分散画像、パワー画像、若しくはこれらの組み合わせ画像としてディスプレ
イ１０３にカラー表示される。
【００２４】
　画像生成回路１３０は、信号処理回路１２０により生成されたデータから超音波画像デ
ータを生成する。画像生成回路１３０は、信号処理回路１２０が生成したＢモードデータ
から反射波の強度を輝度で表したＢモード画像データを生成する。また、画像生成回路１
３０は、被検体Ｐの反射波データから抽出された高調波成分又は分周波成分に基づいて、
造影画像データ（ハーモニック画像データ）を生成する。また、画像生成回路１３０は、
被検体Ｐの反射波データから抽出された基本波成分に基づいて、組織画像データ（ファン
ダメンタル画像データ）を生成する。また、画像生成回路１３０は、信号処理回路１２０
が生成したドプラデータから移動体情報を表すドプラ画像データを生成する。ドプラ画像
データは、速度画像データ、分散画像データ、パワー画像データ、又は、これらを組み合
わせた画像データである。なお、画像生成回路１３０は、スキャン領域に対するスキャン
の結果に基づいて、時系列の画像を生成する画像生成部の一例である。
【００２５】
　ここで、画像生成回路１３０は、一般的には、超音波走査の走査線信号列を、テレビ等
に代表されるビデオフォーマットの走査線信号列に変換（スキャンコンバート）し、表示
用の超音波画像データを生成する。具体的には、画像生成回路１３０は、超音波プローブ
１０１による超音波の走査形態に応じて座標変換を行うことで、表示用の超音波画像デー
タを生成する。また、画像生成回路１３０は、スキャンコンバート以外に種々の画像処理
として、例えば、スキャンコンバート後の複数の画像フレームを用いて、輝度の平均値画
像を再生成する画像処理（平滑化処理）や、画像内で微分フィルタを用いる画像処理（エ
ッジ強調処理）等を行う。また、画像生成回路１３０は、超音波画像データに、付帯情報
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（種々のパラメータの文字情報、目盛り、ボディーマーク等）を合成する。
【００２６】
　すなわち、Ｂモードデータ及びドプラデータは、スキャンコンバート処理前の超音波画
像データであり、画像生成回路１３０が生成するデータは、スキャンコンバート処理後の
表示用の超音波画像データである。なお、画像生成回路１３０は、信号処理回路１２０が
３次元のデータ（３次元Ｂモードデータ及び３次元ドプラデータ）を生成した場合、超音
波プローブ１０１による超音波の走査形態に応じて座標変換を行うことで、ボリュームデ
ータを生成する。そして、画像生成回路１３０は、ボリュームデータに対して、各種レン
ダリング処理を行って、表示用の２次元画像データを生成する。
【００２７】
　画像メモリ１４０は、画像生成回路１３０が生成した表示用の画像データを記憶するメ
モリである。また、画像メモリ１４０は、信号処理回路１２０が生成したデータを記憶す
ることも可能である。画像メモリ１４０が記憶するＢモードデータやドプラデータは、例
えば、診断の後に操作者が呼び出すことが可能となっており、画像生成回路１３０を経由
して表示用の超音波画像データとなる。
【００２８】
　記憶回路１５０は、超音波送受信、画像処理及び表示処理を行うための制御プログラム
や、診断情報（例えば、患者ＩＤ、医師の所見等）や、診断プロトコルや各種ボディーマ
ーク等の各種データを記憶する。また、記憶回路１５０は、必要に応じて、画像メモリ１
４０が記憶する画像データの保管等にも使用される。また、記憶回路１５０が記憶するデ
ータは、図示しないインタフェースを介して、外部装置へ転送することができる。
【００２９】
　処理回路１６０は、超音波診断装置１の処理全体を制御する。具体的には、処理回路１
６０は、入力装置１０２を介して操作者から入力された各種設定要求や、記憶回路１５０
から読込んだ各種制御プログラム及び各種データに基づき、送受信回路１１０、信号処理
回路１２０、及び画像生成回路１３０の処理を制御する。また、処理回路１６０は、画像
メモリ１４０が記憶する表示用の超音波画像データをディスプレイ１０３にて表示するよ
うに制御する。
【００３０】
　また、処理回路１６０は、図１に示すように、特定機能１６１と、設定機能１６２と、
第１計算機能１６３と、第２計算機能１６４と、表示制御機能１６５とを実行する。ここ
で、例えば、図１に示す処理回路１６０の構成要素である特定機能１６１、設定機能１６
２、第１計算機能１６３、第２計算機能１６４、及び表示制御機能１６５が実行する各処
理機能は、コンピュータによって実行可能なプログラムの形態で超音波診断装置１の記憶
装置（例えば、記憶回路１５０）に記録されている。処理回路１６０は、各プログラムを
記憶装置から読み出し、実行することで各プログラムに対応する機能を実現するプロセッ
サである。換言すると、各プログラムを読み出した状態の処理回路１６０は、図１の処理
回路１６０内に示された各機能を有することとなる。なお、特定機能１６１、設定機能１
６２、第１計算機能１６３、第２計算機能１６４、及び表示制御機能１６５が実行する各
処理機能については、後述する。
【００３１】
　なお、図１においては、単一の処理回路１６０にて、特定機能１６１、設定機能１６２
、第１計算機能１６３、第２計算機能１６４、及び表示制御機能１６５にて行われる処理
機能が実現されるものとして説明するが、複数の独立したプロセッサを組み合わせて処理
回路を構成し、各プロセッサがプログラムを実行することにより各機能を実現するものと
しても構わない。
【００３２】
　以上、第１の実施形態に係る超音波診断装置１の基本的な構成について説明した。この
ような構成のもと、第１の実施形態に係る超音波診断装置１は、以下に説明する処理によ
り、血流の動態を正確に評価することを可能にする。例えば、超音波診断装置１は、造影
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エコー法にて造影剤として用いられる微小気泡（マイクロバブル）の一つ一つをトラッキ
ング（追跡）することで、血流の動態を正確に評価することができる。
【００３３】
　なお、以下の実施形態では、被検体Ｐに造影剤を注入して撮像された超音波画像データ
に対してリアルタイムの処理を行って造影剤の流れを描出する場合を説明する。しかしな
がら、実施形態はこれに限定されるものではなく、例えば、撮影済みの超音波画像データ
（若しくは反射波データなど）に対して事後的に処理を行うことも可能である。なお、以
下では、造影剤を、単に「バブル」とも表記する。
【００３４】
　特定機能１６１は、時系列の画像それぞれについて、スキャン領域に含まれる移動体の
位置を特定する。ここで、移動体とは、例えば、バブルである。例えば、特定機能１６１
は、第１時相に対応する第１医用画像及び第２時相に対応する第２医用画像それぞれにお
ける造影剤の位置を特定する。一例としては、特定機能１６１は、第１医用画像及び第２
医用画像それぞれにおける組織の動きを補正し、補正後の第１医用画像及び第２医用画像
それぞれにおける造影剤の位置を特定する。そして、特定機能１６１は、第１医用画像及
び第２医用画像それぞれにおける固定位置に基づく高調波成分を除去し、除去後の第１医
用画像及び第２医用画像それぞれにおける造影剤に基づく高調波成分を用いて造影剤の位
置を特定する。なお、特定機能１６１は、特定部の一例である。
【００３５】
　まず、特定機能１６１は、リアルタイムで撮像される造影画像データにおいて、組織の
動きを補正する処理を実行する。ここで、補正対象となる組織の動きは、例えば、被検体
Ｐの実質組織の動き（体動）や超音波プローブ１０１のずれ（揺れ）に基づく画像の全体
的な位置ずれである。つまり、このような位置ずれがある場合には、造影画像データによ
って描出されるバブルの位置は、被検体の動きや超音波プローブ１０１のずれを含んだも
のとなってしまうため、造影画像データにおける組織の動きを補正する。
【００３６】
　例えば、特定機能１６１は、現在のフレーム（「ｎフレーム」とも表記する）の組織画
像データと、ｎ－１フレーム目の組織画像データとを、画像メモリ１４０から読み出す。
ここで、組織画像データは、反射波データからフィルタ処理により分離された基本波成分
に基づいて生成された超音波画像データ（Ｂモード画像データ）である。そして、特定機
能１６１は、ｎフレーム目の組織画像データと、ｎ－１フレーム目の組織画像データとの
相互相関法によるパターンマッチングを行って、ｎフレーム目の組織画像データと、ｎ－
１フレーム目の組織画像データとの間におけるずれ量を求める。そして、特定機能１６１
は、求めたずれ量を用いて、ｎフレーム目の組織画像データの座標系をｎ－１フレーム目
の組織画像データの座標系に一致させるための補正量を算出する。そして、特定機能１６
１は、算出した補正量を用いて、ｎフレーム目の造影画像データの座標系を補正する。な
お、ｎは、自然数である。
【００３７】
　このように、特定機能１６１は、ｎ－１フレーム目とｎフレーム目との間における組織
の動き（位置ずれ）を、ｎフレーム目の造影画像データから除く補正を行う。これにより
、特定機能１６１は、リアルタイムで連続的に撮像される各フレームの造影画像データの
組織の動きを、１フレーム目の組織の位置を基準として補正する。
【００３８】
　なお、上記の説明では、フィルタ処理によって得られた基本波成分に基づく組織画像デ
ータを用いて処理を行う場合を説明したが、実施形態はこれに限定されるものではない。
例えば、ＰＭ法により造影画像データが生成される場合には、ＰＭ法で得られる反射波デ
ータから生成された組織画像データであってもよい。例えば、ＰＭ法において、（－１，
１）の２回の送信により反射波データが得られる場合には、「１」の送信による反射波デ
ータから得られるＢモード画像データを、上記の組織画像データとして利用しても良い。
若しくは、「１」の送信による反射波データから「－１」の送信による反射波データを減
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算した減算信号から得られるＢモード画像データを、上記の組織画像データとして利用し
ても良い。
【００３９】
　また、上記の例では、１フレーム目の組織の位置を基準として補正する場合を説明した
が、実施形態はこれに限定されるものではない。例えば、ｎフレーム目の組織の位置を基
準として他のフレームの組織の位置を補正する場合であっても良い。
【００４０】
　次に、特定機能１６１は、固定位置に基づく高調波成分を除去する。ここで、固定位置
に基づく高調波成分とは、例えば、被検体Ｐの組織（固定組織）に由来する高調波成分や
、体内で停滞してしまったバブル（停滞バブル）に由来する高調波成分を指す。例えば、
肝臓組織では、バブルがクッパー細胞に取り込まれて固定化し、停滞バブルとなることが
知られている。このため、特定機能１６１は、固定位置に基づく高調波成分を造影画像デ
ータから除去する。
【００４１】
　例えば、特定機能１６１は、組織の動きを補正後の造影画像データについて、フレーム
方向の信号の統計的な処理に基づいて、固定位置に基づく高調波成分を除去する。一例と
しては、特定機能１６１は、ｎフレーム目からｎ－１０フレーム目までの造影画像データ
における各画素の値（信号値）の分散を算出する。ここで、算出された分散値が高い場合
には、その画素における信号値が経時的に変化していることを表しているため、その画素
の高調波成分は移動体（つまりバブル）に基づいていると判断される。一方、算出された
分散値が低い場合には、その画素における信号値が経時的に変化していないことを表して
いるため、その画素の高調波成分は固定位置に基づくと判断される。そこで、特定機能１
６１は、算出された分散値と閾値とを比較し、閾値より低い分散値が算出された画素の高
調波成分を固定位置に基づく高調波成分として除去する。
【００４２】
　このように、特定機能１６１は、組織の動きを補正後の造影画像データから、固定位置
に基づく高調波成分を除去する。なお、上記の説明では、ｎフレーム目からｎ－１０フレ
ーム目までの信号値を用いて分散値を算出する場合を説明したが、実施形態はこれに限定
されるものではない。例えば、特定機能１６１は、任意のフレーム数の信号値を用いて分
散値を算出してもよい。また、例えば、特定機能１６１は、任意の２つのフレームの信号
値を用いて分散値を算出しても良い。例えば、特定機能１６１は、ｎフレーム目とｎ－１
０フレーム目の２つのフレームにおける信号値を用いて分散値を算出しても良い。なお、
２つのフレームを用いて分散値を算出する場合には、連続する２つのフレームではなく、
数フレーム程度離れた２つのフレームのデータが用いられるのが好ましい。
【００４３】
　また、上記の説明では、フレーム方向の信号の統計的な処理として、複数フレームにお
ける信号値の分散値を算出して比較する場合を説明したが、実施形態はこれに限定される
ものではない。例えば、特定機能１６１は、分散値に代えて、標準偏差や標準誤差などの
ばらつきを表す統計値を算出し、閾値との比較に用いても良い。
【００４４】
　そして、特定機能１６１は、バブルの位置を特定する。例えば、特定機能１６１は、固
定位置に基づく高調波成分を除去した造影画像データを生成することで、バブルの位置（
バブル位置）を特定する。
【００４５】
　図２は、第１の実施形態に係る特定機能１６１の処理を説明するための図である。図２
には、組織の動きが補正され、固定位置に基づく高調波成分が除去された造影画像データ
を例示する。図２において、黒丸印は、バブル位置を示す。
【００４６】
　図２に示すように、特定機能１６１は、造影画像データが生成されるごとに、組織の動
きが補正され、固定位置に基づく高調波成分が除去された造影画像データを生成する。例
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えば、特定機能１６１は、ｎフレーム目の造影画像データが生成されると、ｎフレーム目
の造影画像データから組織の動きを補正し、固定位置に基づく高調波成分を除去すること
で、図２に示す造影画像データを生成する。そして、特定機能１６１は、生成した造影画
像データにおいて、閾値以上の輝度を有する画素の位置（座標）を、バブル位置として特
定する。図２に示す例では、特定機能１６１は、黒丸印で示される位置をバブル位置とし
て特定する。なお、造影画像データにおいて、バブルの位置を強調するフィルタ処理によ
って得られた画素値や信号強度に閾値判定を行なっても良い。
【００４７】
　このように、特定機能１６１は、バブル位置を特定する。つまり、特定機能１６１は、
時系列の画像それぞれについて、バブルの位置を特定する。なお、上記の説明では、特定
機能１６１により生成される造影画像データを例示したが、例示の造影画像データをディ
スプレイ１０３に表示することに限定されるものではない。つまり、特定機能１６１の処
理は、造影画像データをディスプレイ１０３に表示しなくとも、処理回路１６０の内部処
理として実行可能である。
【００４８】
　設定機能１６２は、第１医用画像における造影剤の位置を参照することにより、第２医
用画像に探索範囲を設定する。例えば、設定機能１６２は、前のフレームのバブル位置に
基づいて、現在のフレームに探索範囲を設定する。なお、設定機能１６２は、設定部の一
例である。
【００４９】
　図３は、第１の実施形態に係る設定機能１６２の処理を説明するための図である。なお
、図３に示すｎ－１フレーム目及びｎフレーム目の造影画像データには、それぞれ３つの
バブルが描出されている。また、ｎ－１フレーム目の造影画像データに描出されたバブル
には、バブルＩＤ「１」、「２」、及び「３」が付与されている。なお、バブルＩＤは、
バブルを識別するための識別番号である。
【００５０】
　図３に示すように、設定機能１６２は、ｎフレーム目の造影画像データにおいて、ｎ－
１フレーム目の各バブル位置に対応する位置をそれぞれ特定する。そして、設定機能１６
２は、特定した各位置を中心とする所定の大きさ及び形状を有する範囲を、探索範囲とし
て設定する。
【００５１】
　具体的には、設定機能１６２は、ｎ－１フレーム目のバブルＩＤ「１」の座標を取得す
る。そして、設定機能１６２は、ｎフレーム目の造影画像データにおいて、取得したバブ
ルＩＤ「１」の座標に対応する位置を、位置Ｐ１として特定する。そして、設定機能１６
２は、位置Ｐ１を中心とする所定の大きさの矩形範囲を、探索範囲Ｒ１として設定する。
また、設定機能１６２は、ｎ－１フレーム目のバブルＩＤ「２」の座標を取得する。そし
て、設定機能１６２は、ｎフレーム目の造影画像データにおいて、取得したバブルＩＤ「
２」の座標に対応する位置を、位置Ｐ２として特定する。そして、設定機能１６２は、位
置Ｐ２を中心とする所定の大きさの矩形範囲を、探索範囲Ｒ２として設定する。また、設
定機能１６２は、ｎ－１フレーム目のバブルＩＤ「３」の座標を取得する。そして、設定
機能１６２は、ｎフレーム目の造影画像データにおいて、取得したバブルＩＤ「３」の座
標に対応する位置を、位置Ｐ３として特定する。そして、設定機能１６２は、位置Ｐ３を
中心とする所定の大きさの矩形範囲を、探索範囲Ｒ３として設定する。
【００５２】
　このように、設定機能１６２は、ｎ－１フレーム目のバブル位置に基づいて、ｎフレー
ム目の造影画像データに探索範囲を設定する。なお、上記の説明はあくまで一例であり、
これに限定されるものではない。例えば、探索範囲の中心位置は、必ずしもｎ－１フレー
ム目のバブル位置に一致していなくても良い。また、例えば、探索範囲の大きさ及び形状
は、任意に設定されても良い。また、上記の説明では、造影画像データ上に探索範囲を設
定する場合を例示したが、造影画像データをディスプレイ１０３に表示することに限定さ
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れるものではない。つまり、設定機能１６２の処理は、造影画像データをディスプレイ１
０３に表示しなくとも、処理回路１６０の内部処理として実行可能である。
【００５３】
　第１計算機能１６３は、移動体の位置に基づいて、移動体の動き情報を計算する。例え
ば、第１計算機能１６３は、第１医用画像及び第２医用画像それぞれにおける造影剤の位
置に基づいて、造影剤の移動を表すベクトルを算出する。第１計算機能１６３は、探索範
囲内における造影剤の位置と、探索範囲を設定するために参照した造影剤の位置に基づい
てベクトルを算出する。なお、第１計算機能１６３は、演算部の一例である。また、取得
部としての第１計算機能１６３は、移動体の位置に基づいて、移動体の動き情報を取得す
る。
【００５４】
　まず、第１計算機能１６３は、バブルの追跡処理（トラッキング）を行う。この追跡処
理は、ｎ－１フレーム目のバブル位置と、ｎフレーム目のバブル位置との間の対応関係を
推定することで、各バブルが移動したのか、消滅したのか、若しくは新規に出現したのか
を識別する処理である。
【００５５】
　図４は、第１の実施形態に係る第１計算機能１６３の処理を説明するための図である。
図４の左図には、設定機能１６２によって探索範囲Ｒ１～Ｒ３が設定されたｎフレーム目
の造影画像データを例示する。
【００５６】
　図４の左図に示すように、探索範囲Ｒ１の中にはバブルが存在しない。ここで、探索範
囲Ｒ１は、ｎ－１フレーム目のバブルＩＤ「１」の位置に対応する位置Ｐ１を中心として
設定された範囲である。この場合、第１計算機能１６３は、ｎ－１フレーム目のバブルＩ
Ｄ「１」に対応するバブルがｎフレーム目に存在しないと識別する。言い換えると、第１
計算機能１６３は、ｎ－１フレーム目のバブルＩＤ「１」のバブルが、ｎフレーム目にお
いて消滅したものと識別する。この結果、第１計算機能１６３は、ｎ－１フレーム目のバ
ブルＩＤ「１」を消滅させる。
【００５７】
　また、探索範囲Ｒ２の中にはバブルが一つ存在する。ここで、探索範囲Ｒ２は、ｎ－１
フレーム目のバブルＩＤ「２」の位置に対応する位置Ｐ２を中心として設定された範囲で
ある。この場合、第１計算機能１６３は、探索範囲Ｒ２の中のバブルが、ｎ－１フレーム
目のバブルＩＤ「２」に対応するバブルであると識別する。言い換えると、第１計算機能
１６３は、探索範囲Ｒ２の中のバブルが、位置Ｐ２から移動したバブルであると識別する
。この結果、第１計算機能１６３は、ｎ－１フレーム目のバブルＩＤ「２」を、探索範囲
Ｒ２の中のバブルに割り当てる（図４の右図参照）。
【００５８】
　また、探索範囲Ｒ３の中にはバブルが一つ存在する。ここで、探索範囲Ｒ３は、ｎ－１
フレーム目のバブルＩＤ「３」の位置に対応する位置Ｐ３を中心として設定された範囲で
ある。この場合、第１計算機能１６３は、探索範囲Ｒ３の中のバブルが、ｎ－１フレーム
目のバブルＩＤ「３」に対応するバブルであると識別する。言い換えると、第１計算機能
１６３は、探索範囲Ｒ３の中のバブルが、位置Ｐ３から移動したバブルであると識別する
。この結果、第１計算機能１６３は、ｎ－１フレーム目のバブルＩＤ「３」を、探索範囲
Ｒ３の中のバブルに割り当てる（図４の右図参照）。
【００５９】
　また、探索範囲Ｒ１～Ｒ３のいずれにも含まれないバブルが存在する場合、第１計算機
能１６３は、このバブルは、ｎフレーム目において新規に出現したバブルであると識別す
る。図４の例では、ｎフレーム目の右下のバブルがいずれの探索範囲にも含まれないバブ
ルである。この場合、第１計算機能１６３は、ｎフレーム目の右下のバブルが新規に出現
したバブルであると識別する。この結果、第１計算機能１６３は、新規のバブルＩＤ「４
」を発番し、新規に出現したバブルに割り当てる。
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【００６０】
　なお、探索範囲の中にバブルが二つ以上存在する場合もある。この場合、第１計算機能
１６３は、探索範囲を設定するために参照したｎ－１フレーム目のバブル位置との距離が
最も近い位置のバブル、若しくは形状が最も類似するバブルを、ｎ－１フレーム目から移
動したバブル（移動後のバブル）と識別すればよい。或いは、第１計算機能１６３は、距
離と形状に基づくスコアが最も優れたバブルを、ｎ－１フレーム目から移動したバブルと
識別してもよい。
【００６１】
　また、探索範囲の中にバブルが一つしか存在しない場合においても、ｎ－１フレーム目
とｎフレーム目のバブルの形状を比較する処理を行っても良い。この場合、類似度が低い
（所定の閾値未満）の場合には、両者を異なるバブルであると識別する。この場合、第１
計算機能１６３は、ｎ－１フレーム目のバブルは消滅したものと識別し、ｎフレーム目の
バブルは新規に出現したバブルであると識別する。
【００６２】
　次に、第１計算機能１６３は、現在のフレームにおける造影剤の位置と、前のフレーム
における造影剤の位置とに基づいて、造影剤の移動を表すベクトルを算出する。例えば、
第１計算機能１６３は、ｎ－１フレームからｎフレームにかけて継続してバブルＩＤが割
り当てられたバブルについて、ベクトルを算出する。
【００６３】
　図４に示す例では、バブルＩＤ「２」及び「３」のバブルは、ｎ－１フレームからｎフ
レームにかけて継続してバブルＩＤが割り当てられたバブルである。この場合、第１計算
機能１６３は、図４の右図において、位置Ｐ２を始点とし、ｎフレーム目のバブルＩＤ「
２」の位置を終点とするベクトルＶ１を算出する。ここで、ベクトルＶ１は、バブルが移
動した向きと、バブルが移動した移動速度とを示す。ここで、バブルの移動速度は、始点
と終点との間の距離を実空間における長さ（ピッチサイズ）に変換し、フレーム間隔で除
算することで算出される。バブルＩＤ「３」についても同様に、第１計算機能１６３は、
位置Ｐ３を始点とし、ｎフレーム目のバブルＩＤ「３」の位置を終点とするベクトルＶ２
を算出する。すなわち、第１計算機能１６３は、第１時相と第２時相の間の時相差及びベ
クトルの実空間における長さから造影剤の移動速度を算出する。
【００６４】
　このように、第１計算機能１６３は、バブルの移動を表すベクトルを算出する。つまり
、取得部としての第１計算機能１６３は、時系列の画像それぞれにおけるバブルの位置を
追跡することで、バブルの移動を表すベクトルを算出する。なお、上記の説明はあくまで
一例であり、第１計算機能１６３の処理はこれに限定されるものではない。例えば、上記
の説明では、隣り合う２フレーム間でのバブルの位置の変位（距離）を用いてベクトルを
算出する場合を説明したが、実施形態はこれに限定されるものではない。例えば、第１計
算機能１６３は、任意の２つの時相間でのバブルの変位を用いてベクトルを算出してもよ
い。なお、バブルの移動を表すベクトルを算出する処理については、特開２０１８－０１
５１５５に開示された如何なる処理も適用可能である。
【００６５】
　また、上記の説明では、移動体の動き情報としてベクトルを算出する場合を説明したが
、実施形態はこれに限定されるものではない。例えば、第１計算機能１６３は、移動体の
動き情報として、速度、変位、移動方向、及び到達時間のうち少なくとも一つを計算可能
である。ここで、変位は、任意の２つの時相間におけるバブルの移動体の移動量（距離）
を表す。また、速度は、任意の単位時間（例えば１フレーム、１秒等）当たりの変位を表
す。また、移動方向は、任意の方向（画像上の鉛直上方向等）を基準とした角度を表す。
また、到達時間は、任意の時相を基準としたバブルの検出時間を表す。例えば、到達時間
は、撮像開始時点から各バブルが検出された時点までの時間である。また、例えば、到達
時間は、各バブルが最初に検出された時刻を基準時相とし、この基準時相からの経過時間
である。言い換えると、動き情報は、スキャン領域に対する超音波の走査方向とは異なる
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方向の成分を含む。例えば、動き情報は、個々のバブルの移動方向を含む。
【００６６】
　例えば、上記の説明では、造影画像データ上でベクトルを算出する場合を例示したが、
造影画像データをディスプレイ１０３に表示することに限定されるものではない。つまり
、第１計算機能１６３の処理は、造影画像データをディスプレイ１０３に表示しなくとも
、処理回路１６０の内部処理として実行可能である。
【００６７】
　第２計算機能１６４は、スキャン領域内の少なくとも一部について、移動体の動き情報
に関する２次以上のモーメントを計算する。例えば、第２計算機能１６４は、操作者によ
り指定された点（位置）において、フレーム方向（時間方向）におけるバブルの速度の分
散値を算出する。なお、時間方向におけるバブルの速度の分散値は、移動体の動き情報に
関する２次以上のモーメント（２次元以上のモーメント）の一例である。また、第２計算
機能１６４は、２次以上のモーメントを取得する取得部の一例である。
【００６８】
　図５、図６、図７Ａ、及び図７Ｂは、第１の実施形態に係る第２計算機能１６４の処理
を説明するための図である。図５には、ｎフレーム目からｎ＋ｋフレーム目までの時系列
の画像を例示する。図６には、バブルが存在するフレームを検出する処理を例示する。図
７Ａには、静脈に含まれる座標（Ｘ１，Ｙ１）において検出されたバブルのベクトルを例
示する。図７Ｂには、動脈に含まれる座標（Ｘ２，Ｙ２）において検出されたバブルのベ
クトルを例示する。なお、座標（Ｘ１，Ｙ１）において検出されたバブルは、図７Ａ中の
右方向へ移動している。また、座標（Ｘ２，Ｙ２）において検出されたバブルは、図７Ｂ
中の左方向へ移動している。
【００６９】
　図５に示すように、第２計算機能１６４は、例えば、座標（Ｘ１，Ｙ１）について、ｎ
フレーム目からｎ＋ｋフレーム目までの区間におけるバブルの速度の分散値を算出する。
ここで、ｎフレーム目からｎ＋ｋフレーム目までの間の全てのフレームにおいて、座標（
Ｘ１，Ｙ１）にバブルが存在するとは限らない。このため、第２計算機能１６４は、ｎフ
レーム目からｎ＋ｋフレーム目までの間の座標（Ｘ１，Ｙ１）において、バブルが存在す
るフレームを検出する。なお、ｋは、自然数である。
【００７０】
　図６に示すように、例えば、第２計算機能１６４は、特定機能１６１によりバブルの位
置が特定された造影画像データのうち、ｎフレーム目からｎ＋ｋフレーム目までの区間に
含まれるｋ＋１枚の画像を処理対象として、座標（Ｘ１，Ｙ１）にバブルが存在するフレ
ームを検出する。図６に示す例では、第２計算機能は、座標（Ｘ１，Ｙ１）にバブルが存
在するフレームとして、ｔＡ、ｔＢ、ｔＣの３つのフレームを検出する。なお、図６にお
いて、横軸は、時間方向に対応する。また、ｔＡ、ｔＢ、ｔＣは、「ｎ＜ｔＡ＜ｔＢ＜ｔ

Ｃ＜ｎ＋ｋ」を満たす数である。
【００７１】
　図７Ａに示すように、ｔＡ、ｔＢ、ｔＣの３つのフレームの画像の座標（Ｘ１，Ｙ１）
には、バブルが検出されている。ここで、図７Ａにおいて、矢印は、矢印の中心位置にお
けるバブルのベクトルを表す。具体的には、矢印の方向は、ベクトルの方向に対応し、矢
印の長さは、ベクトルの変位（移動量）に対応する。
【００７２】
　例えば、第２計算機能１６４は、ｔＡ、ｔＢ、ｔＣの３つのフレームにて検出された３
つのバブルの動き情報を処理対象として、下記の式（１）を用いて分散値を算出する。式
（１）において、σ２は、分散値を表す。また、Ｖ（ｔ）は、バブルの速度を表す。ｔは
、時間を表す。μは、平均速度を表す。図７Ａの例において、μは、ｔＡ、ｔＢ、ｔＣの
３つのフレームにて検出された３つのバブルの速度の平均値を表す。Ｎは、サンプル数を
表す。図７Ａの例において、Ｎは、３である。ｓは、開始点の時刻を表す。ｅは、終了点
の時刻を表す。
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【００７３】
【数１】

【００７４】
　ここで、静脈は、拍動の影響を受け難いため、概ね一定の速度でバブルが移動すること
が知られている。このため、図７Ａの例では、ｔＡ、ｔＢ、ｔＣの３つのフレームにおい
て検出されたバブルは、同程度の速度で移動している。
【００７５】
　一方、動脈は、拍動の影響を受けるため、血流（つまり、バブル）の速度が変化するこ
とが知られている。このため、図７Ｂに示すように、動脈に含まれる座標（Ｘ２，Ｙ２）
において検出されたバブルは、互いに異なる速度で移動している。具体的には、ｔＥフレ
ームで検出されたバブルは、ｔＤ、ｔＦの２つのフレームで検出されたバブルより速い速
度で移動している。なお、ｔＤ、ｔＥ、ｔＦの３つのフレームを検出する処理の説明は、
図５及び図６と同様であるので説明を書略する。
【００７６】
　すなわち、第２計算機能１６４は、静脈で検出されたバブルに対しては、動脈で検出さ
れたバブルよりも低い分散値を算出する。また、第２計算機能１６４は、動脈で検出され
たバブルに対しては、静脈で検出されたバブルよりも高い分散値を算出する。
【００７７】
　このように、第２計算機能１６４は、操作者により指定された点（位置）において、フ
レーム方向（時間方向）におけるバブルの速度の分散値を算出する。なお、上記の説明は
あくまで一例であり、第２計算機能１６４の処理はこれに限定されるものではない。例え
ば、第２計算機能１６４が用いる式は、上記の式（１）に限定されるものではない。第２
計算機能１６４が用いる他の式については、変形例として後述する。
【００７８】
　また、上記の説明では、操作者により指定された点（位置）においてバブルの速度の分
散値を算出する場合を説明したが、実施形態はこれに限定されるものではない。例えば、
第２計算機能１６４は、スキャン領域内の関心領域内の各位置について、２次以上のモー
メントを計算することも可能である。例えば、関心領域は、操作者によりスキャン領域内
に設定される。
【００７９】
　表示制御機能１６５は、第２計算機能１６４により算出された情報を出力する。例えば
、表示制御機能１６５は、２次以上のモーメントを表す画素値を持つ画素から構成される
第２画像をディスプレイ１０３に表示させる。この場合、画像生成回路１３０は、２次以
上のモーメントを表す画素値を持つ画素から構成される第２画像を生成する。
【００８０】
　図８Ａ及び図８Ｂは、第１の実施形態に係る表示制御機能１６５の処理を説明するため
の図である。図８Ａには、各座標における分散値に応じた画素値が各座標に割り当てられ
た画像を例示する。図８Ｂには、各座標における方向に応じた画素値が各座標に割り当て
られた画像を例示する。なお、図８Ａ及び図８Ｂに例示の画像は、第２画像の一例である
。
【００８１】
　図８Ａに示す例では、画像生成回路１３０は、各座標において算出された分散値に応じ
た画素値が各座標に割り当てられた画像を生成する。そして、表示制御機能１６５は、画
像生成回路１３０により生成された画像を、分散値のカラースケールとともに表示する。
分散値のカラースケール（図８Ａの右図）は、分散値の変化に応じた画素値の変化を示す
スケールである。
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【００８２】
　ここで、図８Ａにおいて、静脈に含まれる座標（Ｘ１，Ｙ１）には、座標（Ｘ２，Ｙ２
）と比較して低い分散値が算出されている。このため、座標（Ｘ１，Ｙ１）には、座標（
Ｘ２，Ｙ２）と比較して低い分散値に応じた画素値が割り当てられている。また、動脈に
含まれる座標（Ｘ２，Ｙ２）には、座標（Ｘ１，Ｙ１）と比較して高い分散値が算出され
ている。このため、座標（Ｘ２，Ｙ２）には、座標（Ｘ１，Ｙ１）と比較して高い分散値
に応じた画素値が割り当てられている。
【００８３】
　図８Ｂに示す例では、画像生成回路１３０は、各座標におけるベクトルの方向に応じた
画素値が各座標に割り当てられた画像を生成する。そして、表示制御機能１６５は、画像
生成回路１３０により生成された画像を、方向のカラースケールとともに表示する。方向
のカラースケール（図８Ｂの右図）は、円の中心から３６０度の各方向に対応する画素値
が、円内の各位置に割り当てられたスケールである。具体的には、方向のカラースケール
において、例えば、右方向には濃い画素値が割り当てられており、左方向には明るい画素
値が割り当てられている。
【００８４】
　ここで、図８Ｂにおいて、座標（Ｘ１，Ｙ１）において検出されたバブルは、図中の右
方向へ移動する。このため、座標（Ｘ１，Ｙ１）には、座標（Ｘ２，Ｙ２）と比較して濃
い画素値が割り当てられている。また、座標（Ｘ２，Ｙ２）において検出されたバブルは
、図中の左方向へ移動する。このため、座標（Ｘ２，Ｙ２）には、座標（Ｘ１，Ｙ１）と
比較して明るい画素値が割り当てられている。
【００８５】
　このように、表示制御機能１６５は、分散値又は方向に応じた画素値を各座標に割り当
てた画像をディスプレイ１０３に表示させる。なお、表示制御機能１６５は、分散値及び
方向に限らず、第２計算機能１６４により算出された如何なるパラメータに応じた画素値
が割り当てられた画像であっても、表示可能である。
【００８６】
　また、上記の説明では、操作者により指定された点（位置）に対して、分散値（或いは
方向）に応じた画素値が割り当てられる場合を説明したが、実施形態はこれに限定される
ものではない。例えば、表示制御機能１６５は、スキャン領域内の関心領域内の各位置に
ついて、各位置のパラメータに応じた画素値が割り当てられた画像（パラメトリック画像
）を表示することも可能である。
【００８７】
　また、上記の説明では、第２計算機能１６４の算出結果を画像として出力する場合を例
示したが、実施形態はこれに限定されるものではない。例えば、表示制御機能１６５は、
第２計算機能１６４の算出結果を数値（テキストデータ）として出力しても良い。また、
表示制御機能１６５が情報を出力する出力先は、ディスプレイ１０３に限らず、例えば、
記憶媒体や他の情報処理装置等であっても良い。
【００８８】
　また、図８Ａ及び図８Ｂのカラースケールに限定されるものではない。例えば、表示制
御機能１６５は、分散値及び方向を表す円形のカラースケールを用いて表示しても良い。
この円形のカラースケールは、ベクトルの方向に応じたカラーと、分散値に応じた濃淡と
が割り当てられたスケールである。つまり、ベクトルの方向については、円の中心から３
６０度の各方向に対応するカラー（色彩）が円内の各位置に割り当てられている。また、
分散値については、円の中心ほど濃く、円の外周ほど薄くなるように、分散値の高低に応
じた濃淡が円内の各位置に割り当てられている。
【００８９】
　また、例えば、表示制御機能１６５は、トラッキングしたバブルの軌跡を線で表示し、
その線上の各点に対して分散値に応じた画素値を割り当ててもよい。
【００９０】
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　図９は、第１の実施形態に係る超音波診断装置１における処理手順を説明するためのフ
ローチャートである。図９に示す処理手順は、例えば、表示要求を操作者から受け付けた
場合に、開始される。
【００９１】
　図９に示すように、例えば、入力装置１０２が表示要求を操作者から受け付けると（ス
テップＳ１０１肯定）、処理回路１６０は、ステップＳ１０２以降の処理を開始する。な
お、表示要求を受け付けるまで（ステップＳ１０１否定）、処理回路１６０は、以下の処
理を開始せず、待機状態である。
【００９２】
　表示要求を受け付けると、送受信回路１１０は、医用画像を撮像する（ステップＳ１０
２）。例えば、送受信回路１１０は、処理回路１６０の制御により、超音波画像データを
撮像するための超音波走査を超音波プローブ１０１に実行させる。そして、信号処理回路
１２０及び画像生成回路１３０は、送受信回路１１０によって収集された反射波データを
用いて、造影画像データ及び組織画像データをリアルタイムに撮像する。
【００９３】
　続いて、特定機能１６１は、組織の動きを補正する（ステップＳ１０３）。例えば、特
定機能１６１は、ｎ＋ｋフレーム目の組織画像データの座標系をｎ＋ｋ－１フレーム目の
組織画像データの座標系に一致させるための補正量を算出する。そして、特定機能１６１
は、算出した補正量を用いて、ｎ＋ｋフレーム目の造影画像データの座標系を補正する。
また、特定機能１６１は、固定位置に基づく高調波成分を除去する。例えば、特定機能１
６１は、組織の動きを補正後の造影画像データについて、フレーム方向の信号の統計的な
処理に基づいて、固定位置に基づく高調波成分を除去する。
【００９４】
　そして、特定機能１６１は、造影剤（バブル）の位置を特定する（ステップＳ１０４）
。例えば、特定機能１６１は、固定位置に基づく高調波成分を除去した造影画像データを
生成することで、バブル位置を特定する。
【００９５】
　そして、設定機能１６２は、前のフレームの造影剤の位置に基づいて、現在のフレーム
に探索範囲を設定する（ステップＳ１０５）。例えば、設定機能１６２は、ｎ＋ｋ－１フ
レーム目のバブル位置に基づいて、ｎ＋ｋフレーム目の造影画像データに探索範囲を設定
する。
【００９６】
　そして、第１計算機能１６３は、探索範囲内の造影剤の位置と、前のフレームの造影剤
の位置とに基づいて、造影剤の移動を表すベクトルを計算する（ステップＳ１０６）。例
えば、第１計算機能１６３は、ｎ＋ｋ－１フレームからｎ＋ｋフレームにかけて継続して
バブルＩＤが割り当てられたバブルについて、ベクトルを算出する。
【００９７】
　そして、第２計算機能１６４は、算出したベクトルに基づいて、各位置における分散値
を計算する（ステップＳ１０７）。例えば、第２計算機能１６４は、操作者により指定さ
れた点（又は範囲）について、ｎフレーム目からｎ＋ｋフレーム目までのフレーム方向に
おけるバブルの速度の分散値を算出する。
【００９８】
　そして、画像生成回路１３０は、分散値に基づくパラメトリック画像を生成する（ステ
ップＳ１０８）。例えば、画像生成回路１３０は、第２計算機能１６４により算出された
各位置の分散値に応じた画素値を、各位置に割り当てることで、パラメトリック画像を生
成する。
【００９９】
　そして、表示制御機能１６５は、パラメトリック画像を表示する（ステップＳ１０９）
。例えば、表示制御機能１６５は、画像生成回路１３０により生成されたパラメトリック
画像をディスプレイ１０３に表示させる。そして、処理回路１６０は、図９の処理手順を
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終了する。
【０１００】
　なお、上記の説明はあくまで一例であり、実施形態はこれに限定されるものではない。
例えば、ステップＳ１０３の処理は、必ずしも実行されなくてもよい。また、撮影済みの
超音波画像データを用いて事後的に処理を行う場合には、ステップＳ１０２の医用画像を
撮像する処理は実行されない。
【０１０１】
　上述してきたように、第１の実施形態に係る超音波診断装置１において、画像生成回路
１３０は、スキャン領域に対するスキャンの結果に基づいて、時系列の画像を生成する。
そして、特定機能１６１は、時系列の画像それぞれについて、スキャン領域に含まれる移
動体の位置を特定する。そして、第１計算機能１６３は、移動体の位置に基づいて、移動
体の動き情報を計算する。第２計算機能１６４は、スキャン領域内の少なくとも一部につ
いて、移動体の動き情報に関する２次以上のモーメントを計算する。これによれば、超音
波診断装置１は、血流の動態を正確に評価することができる。
【０１０２】
　例えば、第１の実施形態に係る超音波診断装置１は、血管を全体的に描出する従来の造
影エコー法やＭＦＩ（Micro　Flow　Imaging）とは異なり、造影剤として用いられるバブ
ルの一つ一つをトラッキングする。これにより、超音波診断装置１は、造影剤であるバブ
ルが流れる向き及び移動速度をベクトルとして定量的に表示することができる。
【０１０３】
　また、例えば、超音波診断装置１は、時間方向におけるバブルの速度の分散値を算出す
ることで、動脈と静脈とを容易に区別することを可能にする。これは、動脈の血流が拍動
の影響により時間方向における速度変化を示すのに対し、静脈の血流は拍動の影響を受け
にくく概ね一定の速度で流れることを利用したものである。操作者は、バブルの移動速度
の分散値に基づくパラメトリック画像を閲覧することで、スキャン領域内の動脈と静脈を
容易に判別することができる。
【０１０４】
　以上により、超音波診断装置１は、血流の動態を病院や医師によらず安定的に評価する
ことができる。特に、超音波診断装置１は、同一患者、同一部位に対して定量的な経過観
察を可能にする。
【０１０５】
　なお、第１の実施形態では、第２計算機能１６４が式（１）を用いて時間方向における
バブルの速度の分散値を算出する場合を説明したが、実施形態はこれに限定されるもので
はない。そこで、以下において、第２計算機能１６４における処理の変形例について説明
する。
【０１０６】
（第１の実施形態の変形例１）
　例えば、上記の式（１）では、第２計算機能１６４がバブルの速度Ｖ（ｔ）を用いて時
間方向の分散値を算出する場合を説明したが、これに限定されるものではない。例えば、
下記の式（２）に示すように、式（１）をベクトル表記としても良い。
【０１０７】
【数２】

【０１０８】
　式（２）において、Ｖ（ｔ）（Ｖは矢印付き）は、バブルの移動を表すベクトルに対応
する。第２計算機能１６４は、式（２）を用いて、時間方向におけるバブルのベクトルの
分散値を算出することができる。
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【０１０９】
（第１の実施形態の変形例２）
　また、例えば、上記の式（１）では、２次元モーメントである分散値を算出する場合を
説明したが、これに限定されるものではない。例えば、第２計算機能１６４は、下記の式
（３）に示すように、ｎ次モーメントを算出可能である。
【０１１０】
【数３】

【０１１１】
　式（３）において、ｎは、次元数である（上述したフレーム番号を示す「ｎ」とは異な
る値である）。例えば、第２計算機能１６４は、式（３）のｎが「３（３次元）」であれ
ば「歪度」、「４（４次元）」であれば「尖度」をそれぞれ算出する。
【０１１２】
（第１の実施形態の変形例３）
　また、上記の式（１）～（３）では、平均値周りの２次以上のモーメント（ｎ次モーメ
ント）を算出する場合を説明したが、これに限定されるものではない。例えば、第２計算
機能１６４は、下記の式（３）に示すように、原点周りのｎ次モーメントを算出可能であ
る。
【０１１３】

【数４】

【０１１４】
　式（４）において、原点は「０」である。なお、第２計算機能１６４は、平均値や原点
に限らず、任意の値（例えば、中央値）周りのｎ次モーメントを算出可能である。すなわ
ち、第２計算機能１６４は、バブルの動き情報の平均値、中央値、又は原点周りの２次以
上のモーメントを計算することも可能である。
【０１１５】
（第１の実施形態の変形例４）
　また、上記の説明では、時間方向における２次以上のモーメント（ｎ次モーメント）を
算出する場合を説明したが、これに限定されるものではない。例えば、第２計算機能１６
４は、下記の式（５）に示すように、空間方向における２次以上のモーメント（ｎ次モー
メント）を算出してもよい。
【０１１６】

【数５】

【０１１７】
　式（５）において、ｘは、画像空間における横方向に対応する。ｙは、画像空間におけ
る縦方向に対応する。
【０１１８】
　図１０は、第１の実施形態の変形例に係る第２計算機能１６４の処理を説明するための
図である。図１０に示すように、第２計算機能１６４は、座標（Ｘ１，Ｙ１）を中心とす
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る３×３の領域ｒ１を用いて、空間方向におけるｎ次モーメントを算出する。
【０１１９】
　ここで、動脈の血流は、拍動の影響により速度変化が大きいので、ある一時点（一時相
）で見ても、複数のバブル間での速度のばらつきは静脈の血流と比較して大きい。このた
め、第２計算機能１６４は、空間方向における分散値を算出する。
【０１２０】
　なお、図１０はあくまで一例であり、これに限定されるものではない。例えば、第２計
算機能１６４は、座標（Ｘ２，Ｙ２）についても、座標（Ｘ２，Ｙ２）を中心とする３×
３の領域ｒ２を用いて、空間方向におけるｎ次モーメントを算出可能である。また、領域
ｒ１，ｒ２の大きさは、３×３に限らず、任意の大きさが設定可能である。また、領域ｒ
１，ｒ２の中心は、必ずしも処理対象の座標に一致していなくても良い。
【０１２１】
（第１の実施形態の変形例５）
　また、例えば、第２計算機能１６４は、下記の式（６）に示すように、時空間方向（時
間方向及び空間方向）における２次以上のモーメント（ｎ次モーメント）を算出してもよ
い。
【０１２２】
【数６】

【０１２３】
　図１１は、第１の実施形態の変形例に係る第２計算機能１６４の処理を説明するための
図である。図１１に示すように、第２計算機能１６４は、座標（Ｘ１，Ｙ１）を中心とす
る３×３の領域ｒ１を用いて、時空間方向におけるｎ次モーメントを算出する。
【０１２４】
　例えば、第２計算機能１６４は、式（６）を用いて、時間方向及び空間方向における平
均値周りのｎ次モーメントを算出する。時間方向においても、空間方向においても、動脈
の血流の方が静脈の血流よりも大きな値が算出されるので、時空間方向におけるｎ次モー
メントについても動脈の血流の方が静脈の血流よりも大きな値が算出される。すなわち、
第２計算機能１６４は、２次以上のモーメントとして、時間的、空間的、又は時空間的な
分散値を計算する。
【０１２５】
　なお、図１１はあくまで一例であり、これに限定されるものではない。例えば、領域ｒ
１の大きさは、３×３に限らず、任意の大きさが設定可能である。また、領域ｒ１の中心
は、必ずしも処理対象の座標（Ｘ１，Ｙ１）に一致していなくても良い。
【０１２６】
（第１の実施形態の変形例６）
　また、例えば、第２計算機能１６４は、空間方向における平均値を算出した後に、算出
した平均値を用いて時間方向における分散値を算出してもよい。
【０１２７】
　図１１を用いて、第１の実施形態の変形例６に係る第２計算機能１６４の処理を説明す
る。例えば、第２計算機能１６４は、ｎフレーム目からｎ＋ｋフレーム目までの各フレー
ムについては、座標（Ｘ１，Ｙ１）を中心とする３×３の領域ｒ１を設定する。そして、
第２計算機能１６４は、各フレームにおいて、領域ｒ１に含まれるバブルの速度の平均値
を算出する。そして、第２計算機能１６４は、ｎフレーム目からｎ＋ｋフレーム目までの
フレーム方向において、算出した平均値の時間方向における分散値を算出する。
【０１２８】
　このように、第２計算機能１６４は、空間方向における平均値を算出した後に、算出し
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た平均値を用いて時間方向における分散値を算出してもよい。
【０１２９】
（第１の実施形態の変形例７）
　また、例えば、第２計算機能１６４は、第１計算機能１６３により算出された任意のパ
ラメータについて、任意の値周りのｎ次モーメントを算出可能である。例えば、第２計算
機能１６４は、バブルの移動方向の平均値周りの分散値を算出可能である。
【０１３０】
　図１２は、第１の実施形態の変形例に係る第２計算機能１６４の処理を説明するための
図である。図１２は、ｎフレーム目からｎ＋ｋフレーム目までの区間における３つのバブ
ルのベクトルを、原点位置を揃えて図示したものである。図１２において、例えば、ＶＡ

は、ｔＡフレームにおいて検出されたバブルのベクトルを表す。ＶＢは、ｔＢフレームに
おいて検出されたバブルのベクトルを表す。ＶＣは、ｔＣフレームにおいて検出されたバ
ブルのベクトルを表す。
【０１３１】
　図１２に示すように、第２計算機能１６４は、３つのベクトルＶＡ、ＶＢ、ＶＣの平均
ベクトルＶ’を計算する。そして、第２計算機能１６４は、平均ベクトルＶ’が示す方向
を基準として、移動方向の分散値を算出する。具体的には、第２計算機能１６４は、基準
である平均ベクトルＶ’と、３つのベクトルＶＡ、ＶＢ、ＶＣとがそれぞれなす角θ１、
θ２、θ３を算出する。そして、第２計算機能１６４は、角θ１、θ２、θ３の分散値を
、バブルの移動方向の分散値として算出する。
【０１３２】
　なお、バブルの移動方向は、血流の速度が遅いほどばらつきがあり、血流の速度が速い
ほど一定に近づくと考えられる。このため、動脈は、移動方向の分散値が静脈より低く、
静脈は、移動方向の分散値が動脈より高いと考えられる。
【０１３３】
　なお、図１２では、移動方向の平均値周りの分散値を算出する場合を説明したが、これ
に限定されるものではない。例えば、第２計算機能１６４は、第１計算機能１６３により
算出された任意のパラメータ（移動体の速度、変位、又は到達時間）について、任意の値
周りのｎ次モーメントを算出可能である。
【０１３４】
（第２の実施形態）
　第１の実施形態では、ｎ＋ｋフレーム目において、ｎフレーム目からｎ＋ｋフレーム目
までの時間方向における分散値を算出する場合を説明したが、実施形態はこれに限定され
るものではない。例えば、超音波診断装置１は、第１の実施形態にて説明した処理を、時
間の経過に伴って順次実行してもよい。
【０１３５】
　図１３は、第２の実施形態に係る超音波診断装置１の処理を説明するための図である。
図１３に示すように、例えば、超音波診断装置１は、ｍフレーム目の画像を生成すると（
図９のステップＳ１０２）、図９のステップＳ１０３～ステップＳ１０９の処理を実行す
ることで、ｍ－ｋフレーム目からｍフレーム目までの時間方向におけるバブルの速度の分
散値を算出する。なお、ｍ及びｋは、自然数である。
【０１３６】
　次に、超音波診断装置１は、ｍ＋１フレーム目の画像を生成すると（図９のステップＳ
１０２）、図９のステップＳ１０３～ステップＳ１０９の処理を実行することで、ｍ＋１
－ｋフレーム目からｍ＋１フレーム目までの時間方向におけるバブルの速度の分散値を算
出する。
【０１３７】
　続いて、超音波診断装置１は、ｍ＋２フレーム目の画像を生成すると（図９のステップ
Ｓ１０２）、図９のステップＳ１０３～ステップＳ１０９の処理を実行することで、ｍ＋
２－ｋフレーム目からｍ＋２フレーム目までの時間方向におけるバブルの速度の分散値を
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算出する。
【０１３８】
　このように、超音波診断装置１は、リアルタイム撮像により時系列順の画像（造影画像
データ）が時間の経過に伴って順次撮像される場合には、生成されたフレームから一定区
間遡ったフレームまでの画像を処理対象として、図９の処理手順を繰り返し実行する。こ
れにより、超音波診断装置１は、パラメトリック画像をリアルタイムで表示することがで
きる。
【０１３９】
（第３の実施形態）
　また、上記の実施形態では、パラメトリック画像を表示することで、操作者が動脈と静
脈とを判別するのを容易にする場合を説明したが、実施形態はこれに限定されるものでは
ない。例えば、超音波診断装置１は、分散値の２値化により動脈と静脈とを区別した画像
を操作者に提示することもできる。
【０１４０】
　図１４、図１５、及び図１６は、第３の実施形態に係る超音波診断装置１の処理を説明
するための図である。図１４に示すように、例えば、第２計算機能１６４は、スキャン領
域に含まれる各位置（座標）について分散値を算出する。そして、第２計算機能１６４は
、各位置の分散値のヒストグラムに基づき、２値化を行うための閾値を設定する。例えば
、第２計算機能１６４は、分離度が最大となる閾値を算出する判別分析法（大津の２値化
）に基づいて、図１４の破線で示した閾値を設定する。この結果、第２計算機能１６４は
、閾値より分散値が高い画素群を動脈として判定し、閾値より分散値が低い画素群を静脈
として判定する。なお、図１４の縦軸は、頻度であり、例えば、画素の数である。
【０１４１】
　図１５に示すように、画像生成回路１３０は、２次以上のモーメントと閾値とに基づい
て、２値化画像を生成する。例えば、画像生成回路１３０は、スキャン領域のうち、閾値
より分散値が高い画素群Ｂ１と、閾値より分散値が低い画素群Ｂ２とに対して、それぞれ
異なる画素値を割り当てることで、２値化画像を生成する。ここで、閾値より分散値が高
い画素群Ｂ１は、動脈に対応する。また、閾値より分散値が低い画素群Ｂ２は、静脈に対
応する。
【０１４２】
　そして、表示制御機能１６５は、画像生成回路１３０により生成された２値化画像をデ
ィスプレイ１０３に表示させる。なお、表示制御機能１６５は、例えば、動脈と静脈にお
ける血流速度の経時的変化を示すグラフ（図１６）を表示する場合、第２計算機能１６４
による判定結果に応じて異なる線種（又は色）でグラフを表示可能である。
【０１４３】
　このように、超音波診断装置１は、分散値の２値化により動脈と静脈とを区別した画像
を操作者に提示することもできる。なお、超音波診断装置１は、分散値に限らず、ｎ次モ
ーメントを用いて２値化画像を生成可能である。
【０１４４】
　なお、図１４及び図１５はあくまで一例であり、実施形態はこれに限定されるものでは
ない。例えば、閾値は、大津の２値化に限らず、従来の如何なる判別分析法により設定さ
れても良い。また、閾値は、予め設定されてもよい。この場合、閾値は、撮像部位ごとに
設定されるのが好適である。また、閾値は、操作者により任意の値が設定されてもよい。
【０１４５】
（第４の実施形態）
　また、例えば、超音波診断装置１は、頸動脈などのように、画像における血流方向があ
る程度既知である場合には、その血流方向へのバブルのベクトルの射影成分に着目し、射
影成分の分散値（ｎ次モーメント）を計算することも可能である。
【０１４６】
　つまり、第２計算機能１６４は、予め設定された方向へのベクトルの射影成分の２次以
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上のモーメントを計算する。例えば、第２計算機能１６４は、操作者により指定された方
向へのバブルのベクトルの射影成分を算出する。そして、第２計算機能１６４は、算出し
た射影成分を用いて、分散値を算出する。
【０１４７】
　図１７は、第４の実施形態に係る超音波診断装置１の処理を説明するための図である。
図１７に示すように、第２計算機能１６４は、操作者による入力操作に基づき、矢印Ｄ０
の方向を設定する。例えば、操作者は、頸動脈などのように、画像における血流方向があ
る程度既知である場合に、その血流方向を、入力装置１０２を用いて指定する。具体的に
は、操作者は、ディスプレイ１０３に表示された矢印Ｄ０の方向を、既知の血流方向に一
致するように調整する入力操作を行う。この入力操作に応じて、第２計算機能１６４は、
矢印Ｄ０の方向を調整する。
【０１４８】
　続いて、第２計算機能１６４は、位置ＰＡにおけるベクトルＶＤの射影成分を算出する
。例えば、第２計算機能１６４は、調整後の矢印Ｄ０の方向へのベクトルＶＤの射影成分
ＶＤ’を算出する。そして、第２計算機能１６４は、算出した射影成分ＶＤ’を用いて、
分散値（ｎ次モーメント）を算出する。なお、分散値を算出する処理は、上述した実施形
態にて説明した処理と同様であるので、説明を省略する。
【０１４９】
　このように、超音波診断装置１は、予め設定された方向へのベクトルの射影成分の２次
以上のモーメントを計算する。これにより、超音波診断装置１は、血流方向に沿った方向
のベクトル成分を用いて分散値を算出するので、血流の動態をより正確に評価することが
できる。
【０１５０】
（第５の実施形態）
　また、第４の実施形態では、操作者により指定された方向への射影成分を算出する場合
を説明したが、これに限定されるものではない。例えば、超音波診断装置１は、画像から
血流方向を推定した上で、その血流方向へのベクトルの射影成分を算出することも可能で
ある。
【０１５１】
　つまり、特定機能１６１は、画像における管状部位の方向を特定する。そして、第２計
算機能１６４は、特定された方向へのベクトルの射影成分の２次以上のモーメントを計算
する。
【０１５２】
　図１８は、第５の実施形態に係る超音波診断装置１の処理を説明するための図である。
図１８に示すように、位置ＰＢのバブルのベクトルＶＥを算出する場合には、特定機能１
６１は、位置ＰＢを含む管状部位（血管）の芯線Ｌ０を特定する。例えば、特定機能１６
１は、ファンダメンタル画像データから、位置ＰＢを含む管状部位の領域を検出し、検出
した領域の収縮処理により管状部位の芯線Ｌ０を特定する。なお、芯線Ｌ０を特定する処
理は、上記の説明に限定されるものではなく、任意の手法により実行可能である。
【０１５３】
　そして、第２計算機能１６４は、芯線Ｌ０を用いて、ベクトルＶＥの射影成分ＶＥ’を
算出する。例えば、第２計算機能１６４は、位置ＰＢに最も近い芯線Ｌ０上の点ＰＣを特
定する。そして、第２計算機能１６４は、特定した点ＰＣを通る芯線Ｌ０の接線Ｌ１を特
定する。そして、第２計算機能１６４は、特定した接線Ｌ１の方向へのベクトルＶＥの射
影成分ＶＥ’を算出する。そして、第２計算機能１６４は、算出した射影成分ＶＥ’を用
いて、分散値（ｎ次モーメント）を算出する。なお、分散値を算出する処理は、上述した
実施形態にて説明した処理と同様であるので、説明を省略する。
【０１５４】
　このように、超音波診断装置１は、画像から血流方向を推定した上で、その血流方向へ
のベクトルの射影成分を算出することも可能である。これにより、超音波診断装置１は、
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血流方向に沿った方向のベクトル成分を用いて分散値を算出するので、血流の動態をより
正確に評価することができる。
【０１５５】
（その他の実施形態）
　上述した実施形態以外にも、種々の異なる形態にて実施されてもよい。
【０１５６】
（ヒストグラムの表示）
　また、例えば、表示制御機能１６５は、２次以上のモーメント、移動体の速度、変位、
移動方向、又は到達時間の分布を示すヒストグラムを表示可能である。
【０１５７】
　図１９は、その他の実施形態に係る超音波診断装置１の処理を説明するための図である
。図１９において、横軸は、分散値を表す。また、縦軸は、頻度を表す。なお、この頻度
は、１枚の画像に設定された関心領域内の画素数であってもよいし、ｎフレーム目からｎ
＋ｋフレーム目までの複数枚の画像に設定された関心領域内の画素数であってもよい。
【０１５８】
　例えば、表示制御機能１６５は、図１９に示したヒストグラムをディスプレイ１０３に
表示させる。ここで、横軸及び縦軸は、操作者の指示により任意のパラメータに変更可能
である。すなわち、表示制御機能１６５は、２次以上のモーメント、移動体の速度、変位
、移動方向、又は到達時間の分布を示すヒストグラムを表示する。これにより、操作者は
、各パラメータがどの程度ばらついているかを視覚的に確認することが可能となる。
【０１５９】
（光超音波診断装置への適用）
　上記の実施形態では、バブルをトラッキングすることで、血流の動態を評価する場合を
説明したが、実施形態はこれに限定されるものではない。例えば、光超音波診断装置を用
いて赤血球を画像化して、赤血球のトラッキングに基づいて、血流の動態を評価すること
も可能である。なお、光超音波診断装置は、医用診断装置の一例である。
【０１６０】
　例えば、光超音波診断装置は、４００～７００ｎｍ程度の波長のレーザ光により励起さ
れた物質（赤血球）からの光音響イメージングを時系列的に実行することで、赤血球が描
出された時系列の画像を生成する。そして、光超音波診断装置は、赤血球が描出された時
系列の画像に対して、特定機能１６１、設定機能１６２、及び第１計算機能１６３による
処理を実行することで、赤血球の移動を表すベクトルを計算する。そして、光超音波診断
装置は、赤血球の移動を表すベクトルを用いて、第２計算機能１６４による処理を実行す
ることで、移動体（赤血球）の動き情報に関する２次以上のモーメント（例えば、分散値
）を計算する。これにより、光超音波診断装置は、上述した実施形態に係る超音波診断装
置１と同様に、血流の動態を正確に評価することができる。
【０１６１】
　なお、赤血球は、高周波数の超音波送受信によっても画像化することができる。このた
め、上記の赤血球をトラッキングする処理は、光超音波診断装置に限らず、超音波診断装
置１によっても実行可能である。
【０１６２】
（他の医用診断装置）
　また、上記の実施形態に係る処理機能は、超音波診断装置１や光超音波診断装置に限ら
ず、移動体を画像化可能な医用診断装置であれば、他の医用診断装置に対しても適用可能
である。例えば、他の医用診断装置としては、Ｘ線診断装置、Ｘ線ＣＴ（Computed　Tomo
graphy）装置、ＭＲＩ（Magnetic　Resonance　Imaging）装置、ＳＰＥＣＴ（Single　Ph
oton　Emission　Computed　Tomography）装置、ＰＥＴ（Positron　Emission　computed
　Tomography）装置、ＳＰＥＣＴ装置とＸ線ＣＴ装置とが一体化されたＳＰＥＣＴ－ＣＴ
装置、ＰＥＴ装置とＸ線ＣＴ装置とが一体化されたＰＥＴ－ＣＴ装置、又はこれらの装置
群等が適用可能である。
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【０１６３】
（医用画像処理装置）
　また、上記の実施形態では、超音波診断装置１において超音波画像データを撮像すると
ともに、撮像した超音波画像データを用いて上記の実施形態に係る処理を実行する場合を
説明したが、実施形態はこれに限定されるものではない。例えば、上記の実施形態に係る
処理は、撮像機能を持たない医用画像処理装置においても適用可能である。
【０１６４】
　例えば、医用画像処理装置は、超音波診断装置１或いは医用画像記憶装置などの装置か
ら、撮影済みの超音波画像データを取得する。つまり、医用画像処理装置は、スキャン領
域に対するスキャンの結果に基づいて、時系列の画像を取得する取得機能を備える。取得
機能は、例えば、医用画像処理装置の内部の処理回路に実装される。なお、取得機能は、
取得部の一例である。
【０１６５】
　そして、医用画像処理装置は、取得した超音波画像データに対して、上記の実施形態に
係る処理を実行する。すなわち、医用画像処理装置の処理回路は、上述した処理回路１６
０と同様の機能を有する。例えば、医用画像処理装置の処理回路は、特定機能と、第１計
算機能と、第２計算機能とを備える。特定機能、第１計算機能、及び第２計算機能は、特
定機能１６１、第１計算機能１６３、及び第２計算機能１６４とそれぞれ同様の処理を実
行する。これにより、上記の実施形態に係る処理は、医用画像処理装置においても適用可
能である。
【０１６６】
（１次モーメントの利用）
　また、例えば、上記の実施形態では、２次以上のモーメントを算出する場合を説明した
が、これに限定されるものではない。例えば、第２計算機能１６４は、下記の式（７）に
示すように、１次モーメントを算出可能である。この１次モーメントは、２次以上のモー
メントと同様に、ある値のばらつきや広がりを示す指標値として利用可能である。
【０１６７】
【数７】

【０１６８】
　式（７）において、σは、１次モーメント（又は、標準偏差とも呼ばれる）である。ま
た、Ｖ（ｔ）、ｔ、μ、Ｎ、ｓ、及びｅの説明は、上記の実施形態と同様であるので説明
を省略する。
【０１６９】
　すなわち、取得部としての第２計算機能１６４は、スキャン領域内の少なくとも一部に
ついて、移動体の動き情報に関する１次以上のモーメントを取得する。これによれば、超
音波診断装置１は、血流の動態を正確に評価することができる。
【０１７０】
　また、図示した各装置の各構成要素は機能概念的なものであり、必ずしも物理的に図示
の如く構成されていることを要しない。すなわち、各装置の分散・統合の具体的形態は図
示のものに限られず、その全部又は一部を、各種の負荷や使用状況等に応じて、任意の単
位で機能的又は物理的に分散・統合して構成することができる。例えば、上述した画像生
成回路１３０の機能は、処理回路１６０の機能に統合されてもよい。更に、各装置にて行
なわれる各処理機能は、その全部又は任意の一部が、ＣＰＵ及び当該ＣＰＵにて解析実行
されるプログラムにて実現され、或いは、ワイヤードロジックによるハードウェアとして
実現され得る。
【０１７１】
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　また、上記の実施形態において説明した各処理のうち、自動的に行なわれるものとして
説明した処理の全部又は一部を手動的に行なうこともでき、或いは、手動的に行なわれる
ものとして説明した処理の全部又は一部を公知の方法で自動的に行なうこともできる。こ
の他、上記文書中や図面中で示した処理手順、制御手順、具体的名称、各種のデータやパ
ラメータを含む情報については、特記する場合を除いて任意に変更することができる。
【０１７２】
　また、上記の実施形態で説明した画像処理方法は、予め用意された画像処理プログラム
をパーソナルコンピュータやワークステーション等のコンピュータで実行することによっ
て実現することができる。この画像処理プログラムは、インターネット等のネットワーク
を介して配布することができる。また、この画像処理プログラムは、ハードディスク、フ
レキシブルディスク（ＦＤ）、ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ、ＤＶＤ等のコンピュータで読み取り
可能な記録媒体に記録され、コンピュータによって記録媒体から読み出されることによっ
て実行することもできる。
【０１７３】
　また、上記の実施形態及び変形例において、リアルタイムとは、処理対象となる各デー
タが発生するたびに、即時に各処理を行うことを意味する。例えば、リアルタイムで画像
を表示する処理は、被検体が撮像される時刻と画像が表示される時刻とが完全に一致する
場合に限らず、画像処理などの各処理に要する時間によって画像がやや遅れて表示される
。
【０１７４】
　また、上記の実施形態及び変形例において、画像とは、ディスプレイ１０３に表示され
た画像のみを指すものではない。例えば、画像とは、当該画像に含まれる各画素位置と、
当該画素位置における画素値とが対応づけられた画像データを含む概念である。
【０１７５】
　以上説明した少なくともひとつの実施形態によれば、血流の動態を正確に評価すること
ができる。
【０１７６】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様
々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に
含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるもので
ある。
【符号の説明】
【０１７７】
　　　１　　　超音波診断装置
　１６０　　　処理回路
　１６１　　　特定機能
　１６２　　　設定機能
　１６３　　　第１計算機能
　１６４　　　第２計算機能
　１６５　　　表示制御機能
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